
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGAL NEWSLETTER 
 

2025 年 12 月                                             №60      AKP 法律事務所 

国家大会議決定 

 

① 2026 年において、「債務管理法」に定める目

的のため、最大 5,612億 MNTの国内債券、並び

に最大 10 億 USD の外国債券を発行することに

ついて、関係法令に従い決定する権限をモン

ゴル国政府に付与した。 

 

 (国家大会議決定第 102 号、2025年 11月 14日) 

 

② モンゴル国憲法に定める戦略的に重要な鉱床

の利用に当たり、天然資源は国民の管理に属

し、その利益の大部分が国民に帰属するとの

原則に基づき、必要な措置を講じ、実施する

ことをモンゴル国政府に指示した。タワント

ルゴイ鉱床群のうち未開発となっている部分

を経済循環に組み込み、鉱床の利用を改善す

るとともに、現在および将来の国民の利益を

公平に確保する原則を堅持し、当該鉱床を長

期かつ持続的に有効活用する政策を実施する

ことを義務付けた。 

 

 (国家大会議決定第 103 号、2025年 11月 14日) 

 

政令 

① インフルエンザ等の流行を抑制し、重症化を

防止することを目的として、2025年 11月 1日

から 2026年 3月 1日までの期間において、イ

ンフルエンザ等に罹患した 6 歳以下の子ども

を医療機関または自宅で看護する、就労中の

父母および保護者に対し、最大 5 日間の有給

休暇を付与するよう、予算機関の長および機

関長に指示するとともに、民間企業および非

政府組織（NGO）の雇用主に対しても同様の措

置を取るよう呼びかけている。 

     (政令第 147 号、2025年 10月 29日) 

 

新年おめでとうございます。昨年一年間、弊所法

律事務所とご一緒にお仕事をさせていただき、誠

に あ り が と う ご ざ い ま し た 。 

新たに迎える 2026 年が、皆 s 様のご事業にとっ

て実り多き一年となりますよう、心よりお祈り申

し上げます。 

 
 

 

本年の第 4 四半期に制定された主な法令について

紹介する。 

 

① 2026 年度予算及びこれに関連する法令が成立

しました。主な内容は以下のとおりである。 

 2026 年度予算法 

 2026 年度健康保険基金予算法 

 2026 年度社会保険基金予算法 

 2026 年度国家富基金予算法 

 

以上、合計 4つの法令が制定された。 

 

② 2025 年 11 月 5 日、「年金分野における協力

に関する協定を批准する法律」が採択され

た。 

 

本法律は、2024 年 10 月 29 日にモンゴル国政府

とカザフスタン共和国政府との間で締結された

「年金分野における協力に関する協定」につい

て、モンゴル国政府の提出に基づき、国家大会議

により批准されたものである。 

 



 

 

 

 

 

 

③ 当社は、金融規制委員会より「証券市場に

関する助言業務の許可」を取得した。 

 

 
 

これにより、当社はデューデリジェンス・

レポート（Due Diligence Report：DDR）、

すなわち法務デューデリジェンスを実施す

る権限を有することとなった。 

DDR は、IPO（新規株式公開）を予定して

いる企業、国内債務証券や社債の発行を予

定する企業、M&A を実施する場合、また

はモンゴル企業の株式取得を検討する企業

にとって、極めて重要かつ不可欠な業務で

ある。 

当法律事務所は、専門性の高いチームの知

見・実務経験および外国語能力を最大限に

活用し、質の高い法務デューデリジェンス

サービスを提供する。 

 

 

 

 

 

② 「老齢退職公務員一時金支給規則」に次の第

4.5項が追加された： 

「4.5.本規則第 1.1項に規定する一時金の支

給を受ける資格のある公務員が死亡した場

合、当該一時金は、民法の規定に従って相

続人の請求により支給される。」 

    (政令第 173 号、2025年 11月 24日) 

③ 政府は、国際機関「アジア防災センター」

へのモンゴル国の加盟を支持しました。 

       (政令第 181 号、2025年 12月 3日) 

省令 

① 納税者の収益獲得活動とは直接関係しない、

企業の社会的責任（CSR）の一環として、空

気・水・土壌の汚染削減を目的に実施される

プロジェクトおよび施策について、税制上の

優遇措置の対象となる建設事業、プロジェク

トおよび活動に求められる要件が承認され

た。 

(エネルギー大臣命令第 A/253号、2025年 10月 1

日) 

 

 
ALISON & KATE PARTNERS 

 

住所: ウランバートル市、チンゲルテイ

区、第５ホロー、Pearl tower Aブロック

902号 

Web: www.akp.mn 
E-mail: contact@akp.mn 
Tel:  7704-1414, 9511-3680 

AKP注目ニュース 

 

① 当社は、証券取引業者協会の会員として

加盟した。 

 

 
 

② 当社は、モンゴル国立商工会議所の会員

企業として加盟した。 

 

 

 

 

 

 


